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事業主区分
法定雇用率

平成30年4月1日以降

２．２％

２．５％

現行

２．２％

　今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない

民間企業の事業主の範囲が、従業員５０人以上から４５．５人以上に

毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければ

なります。）具体的な引き上げ時期は、今後、労働政策審議会におい

１．

３．

２．

Ｋ-Report

１．改正情報

活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇

用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率制

　この法定雇用率が、平成３０年４月１日から以下のように変わりま

　障害のある方がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生

度）。

す。

２．０％

２．３％

なりません。

障害者の雇用の促進と継続を図るための『障害者雇用推進者』を選任

　障害者雇用には一定の時間を要すことが多いため、早め早めの対応

が求められます。

２．４％

て議論がなされます。なお、２．３％となった際には、対象となる事

業主の範囲は、従業員４３．５人以上に広がります。

変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

するよう努めなければなりません。

　平成３０年４月から３年を経過する日より前に、民間企業の法定雇

用率は２．３％になります。（国等の機関も同様に０．１％引上げに

固定資産税の軽減措置

障害のある方を多数雇用する

など、障害者の雇用や就業に

積極的な企業は、以下のよう

な税制優遇制度を利用するこ

とができます。

機械等の割増償却措置

（法人税・所得税）

助成金の非課税措置

（法人税・所得税）

事業所税の軽減措置

不動産取得税の軽減措置



■ 最低賃金は強制法規

■ 熱中症

　なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金

払わなければなりません。

時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支

を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特

定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを

準法に罰則（３０万円以下の

罰金）が定められています。

≪最低賃金の種類≫

２．労務管理の基礎知識

れた『地域別最低賃金』と、特定の産業に従事する労働者を対象に定めら

れた『特定（産業別）最低賃金』の２種類があります。『特定（産業別）

最低賃金』は『地域別最低賃金』よりも高い金額水準で定められており、

『地域別最低賃金』と『特定（産業別）最低賃金』の両方の最低賃金が同

チェックで私自身チェックしてみた。

すいので要注意。のどの渇きを感じなくても、こまめに水分を補給する習慣

条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

半現在、全国で少なくとも６１３人にのぼりました。」ＮＨＫのニュースよ

　「熱中症や熱中症と見られる症状で病院に運ばれた人は、１７日午後７時

３．所長コラム

　歳を取ると夜寝る前に水を飲むと、トイレに起きるから・・・。

て、水分とともに塩分（ナトリウム）も失われることになりますので、その

補給も忘れないようにしなければなりません。もしも熱中症かなと思ったと

給することが大切です。

談または救急車を呼ぶ、②涼

しい場所へ移動する、③衣服

を脱がし、体を冷やして体温

を下げる、④塩分や水分を補

熱中症は命に関わる危険な症

る前、お風呂に入る前後にも水分補給をしましょう。」

り。

　通常、人は１日に約２．５Ｌの水分が失われていくとされます（尿で約１

　「あなたはそれほど高リスクではないようですが、油断せずに予防を心が

けましょう。とくに水分をあまり摂らない人は、脱水による熱中症を招きや

をつけましょう。また、室内の気温や湿度、日射し、風通しに気をつけ、エ

アコンなども利用して暑さを避ける工夫をしましょう。朝起きたとき、夜寝

．５Ｌ、呼気・皮膚から失われる水分で約９００mℓ、便で約１００mℓ）ので

特に夏場はそれ以上の水分を摂取する必要があるわけです。また、汗によっ

　そこで、大阪国際大学人間科学部教授、井上芳光先生監修・熱中症危険度

地域別最低賃金額以上の賃金

額を支払わない場合には、最

低賃金法に罰則（５０万円以

　最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用

上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定め

者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとす

をしたものとされます。

K-Report

　最低賃金には、産業や職種にかかわりなく各都道府県に１つずつ定めら

きは、①すぐに医療機関へ相

る制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者・使用者双方の合意の

ません。

状です。甘く判断してはいけ

下の罰金）が、特定（産業別

）最低賃金額以上の賃金額を

支払わない場合には、労働基


